
都市計画税が充てられた事業 

 

 都市計画税とは、地方税法第 702 条の規定により、都市計画法に基づく都市

計画事業又は土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する経費に充てる

ために、目的税として課税されるものです。 

 令和４年度の決算額は 1,426,181,533 円で、使途は次のとおりです。 

 

○都市計画税の決算額：1,426,182 千円 

 

○都市計画税内訳                     （単位：千円） 

区 分 事 業 費 

財 源 内 訳 

特定財源 一般財源 

国 県 

支出金 
市 債 その他 

都 市 

計画税 
その他 

街 路 

事 業 
36,122 0 32,400 0 2,516 1,206 

下 水 道 

事 業 
2,699,324 87,500 922,600 72,632 1,092,885 523,707 

市 街 地 

開発事業 
425,231 0 170,100 0 172,480 82,651 

地 方 債 

償 還 
234,158 0 0 0 158,301 75,857 

合 計 3,394,835 87,500 1,125,100 72,632 1,426,182 683,421 

 


